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参考資料 

海区漁業調整委員会への 
諮問（法第 12 条） 

県による 

書類確認等

事前審査 

５月２日 

５月 21 日 

５月 21 日 

５月 31 日 

７月 26 日 

９月１日 

７/５締切

適格性の審査（法第 14 条） 

優先順位の審査 
（法第 15条～19 条） 

海区漁業調整委員会から都道

府県知事への答申（法第 12 条） 

 

８月６日 

(本日) 

漁業権の免許設定までの流れ 
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漁業権免許の適格性の審査・優先順位についての参考資料 

 

１ 漁業権を免許しない場合（漁業法第１３条） 

次のいずれかに該当する申請者には免許されません。 

 

※ ③の条件は、優先順位の審査の結果、その申請者がどの漁業権についても優先して免許されるよ

うな場合に考慮されます。 
 
２ 免許の適格性（漁業法第１４条） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 漁業法第１４条に規定する適格性がない場合 ⇒２に詳述 
② 公示した漁業の免許の内容と異なる申請があった場合 
③ その申請に係る漁業と同種の漁業を内容とする漁業権が不当に集中する恐れがある場合 
④ 免許を受けようとする漁場の敷地が他人の所有に属する場合又は水面が他人の占有に係

る場合において、その所有者又は占有者の同意がないとき。 

【共同漁業権】（漁業法第 14 条第８項） 

① 漁場計画に規定する関係地区の全部又は一部をその地区内に含む漁協であること 
② 関係地区内に住所を有し１年に９０日以上沿岸漁業を営む者の属する世帯のうち、組合

員の属する世帯が２／３以上であること。 
③ 業種別漁協でないこと 
 

【特定区画漁業権】（漁業法第 14 条第２項及び第６項） 

（新規漁場の場合） 

〔新規漁場：漁場計画公示日（H25.5.31）以前１年間に当該漁業権の設定のない漁場〕 

①漁場計画に規定する地元地区の全部又は一部をその地区内に含み、当該漁業を漁業権行使 
規則に基づき組合員に営ませ、自営しない漁協であること 

②地元地区内に住所を有し１年に 90 日以上沿岸漁業を営む者の属する世帯のうち、組合員 

の属する世帯が２／３以上である漁協であること。 
③業種別漁協でないこと 
（既存漁場の場合） 

①漁場計画に規定する地元地区の全部又は一部をその地区内に含み、当該漁業を漁業権行使 
規則に基づき組合員に営ませ、自営しない漁協であること 

②地元地区内に住所を有し当該漁業を営む者の属する世帯のうち、組合員の属する世帯が 

２／３以上である漁協であること。 
③業種別漁協でないこと 
 
【定置漁業権】（漁業法第１４条第１項） 

・海区調整委員会の投票の結果、総委員の２／３以上の投票により以下の①、②に該当しないも

のと認められた者。 

 ①漁業若しくは労働に関する法令を遵守する精神を著しく欠き、又は漁村の民主化を阻害する

と認められた者であること。  
②①に該当する者によって、実質上その申請に係る漁業の経営が支配されるおそれがあると認

められた者であること。 
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※ 「90 日以上」とは、厳密に 90 日以上沖に出ることでなく、網直しなど漁労のための準備日数を含

む。また、漁労活動については、当該漁場における操業であるかどうかは問わない。 

（参考）漁協の正組合員はその漁協が定款で定める日数を超えて漁業を営む漁業者又漁業従事者

（漁業者に限ることも可能。）であり、その日数は年間 90 日～120 日である。 

※ 「沿岸漁業」とは、20 トン以上の動力漁船を使用して行う漁業を除いた海面漁業。 

※ 「漁村の民主化を阻害する者」とは、他の漁民の意思の表明を圧迫し、自らの意思のみにより漁村

を支配することによって、漁村における民主的な漁業秩序の構築を妨げる者。 
 
３ 漁協が漁業権を取得するためには？（水産業協同組合法第５０条） 

総会の特別決議が必要（正組合員の１／２以上が出席し、総議決権の２／３以上で可決） 
  （特別決議事項）  

第５０条  次の事項は、総組合員（准組合員を除く。）の半数（これを上回る割合を定款で定

めた場合にあつては、その割合）以上が出席し、その議決権の３分の２（これを上回る割合

を定款で定めた場合にあつては、その割合）以上の多数による議決を必要とする。  
１～３の２ 略  
４  漁業権又はこれに関する物権の設定、得喪又は変更  
５  漁業権行使規則又は入漁権行使規則の制定、変更及び廃止  
６  略 

 
４ 優先順位（漁業法第 15 条） 
 ○適格性（資格審査）を通過した申請の中で、さらに免許を受けることのできる順番 

  →この度の申請では、各漁業権ごとの申請者はそれぞれ一者のみであり、優先順位により、免

許、不免許の判断を行うことはない。 

 

５ 漁業権の種類（漁業法第６条） 

＜共同漁業権＞ 

○一定の水面を関係地区の漁業者が共同して漁場を利用して営むもの 
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＜特定区画漁業権＞ 

○区画漁業のうち、ひび建て養殖業、藻類養殖業、垂下式養殖業、小割り式養殖業及び第三種区画漁業

たる貝類養殖業をいう。 

○特定区画漁業権は、その地元地区の当該漁業者の大多数を組合員とする組合が組合管理漁業権（組合

が自ら営まないもの）として優先的に免許を受け、当該組合が制定する漁業権行使規則の定めるとこ

ろにより、組合員はその漁業を営む権利を有する。 

〔特徴〕 

特定区画漁業権は、①技術的にも、必要とされる資本の規模からしても多数の漁業者が参入し

やすいものであることが望ましい、②原則として他の漁協との複雑な入会関係がなく、地元の漁

協に管理を任せてよい等、区画漁業の中でも地区の漁業者が共同で営む共同漁業に類する性格を

持っている。 

また、新たな区画漁業を免許するということは、水面の一部を新たに排他的に利用し、対象者

も極めて少ないが、地元の漁業者に営ませることが適当であるため、地元沿岸漁業者の大多数が

所属している漁協に管理させることが最適であると判断され、地元の漁協に優先的に免許される仕

組みとなっている。 
 

 

 
 

 

 

垂下式養殖業 
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「定置漁業」 

○身網の設置される場所の最深部が最高潮時において２７ｍ以上であるもの。 
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【参考】特定区画漁業権及び定置漁業権の優先順位について 
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